
問い合わせ先 産業課 農林室　TEL 0859-68-3315

問い合わせ先 企画課 経営企画室　TEL 0859-68-4212

問い合わせ先 住民課 税務室　TEL 0859-68-3114

軽
自
動
車
の

　
車
検
用
納
税
証
明
書

原
則
不
要
の
お
知
ら
せ

令
和
５
年
１
月
か
ら
、
軽
自
動
車
税
に
係
る
新
シ

ス
テ
ム
「
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム
（
軽

J
N
K
S
）」
が
導
入
さ
れ
、
普
通
車
同
様
、
軽
自

動
車
も
車
検
の
際
に
検
査
窓
口
で
の
納
税
証
明
書
の

提
示
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す
（
二
輪
の
小
型
自
動

車
を
除
く
）。

とき ところ
第１回 12月21日（水）

13：30～15：30
伯耆町立岸本公民館　２階
大会議室（伯耆町吉長49）

第２回   1月11日（水）
第３回   1月18日（水）
第４回   1月25日（水）
第５回   2月  1日（水）

13：30～16：30
第６回   2月  8日（水）

対象者 内容
・認定農業者もしくはこれから認定農

業者を目指す方
・認定新規就農者、集落営農組織の会

計担当者等

複式農業簿記の基礎からパソコン農業
簿記による実務（振替伝票による仕訳、
決算整理、財務諸表の作成）

講師 持ち物
鳥取県西部総合事務所農林局西部農業
改良普及所　改良普及員

収入支出の明細書、ノートパソコン（農
業簿記ソフト「ソリマチ」をインストー
ルしていること）、筆記用具

農
業
経
営
の
改
善
に
必
要
な
パ
ソ
コ
ン
を
活
用
し
た
複
式
農
業
簿
記
の

講
習
会
を
左
記
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
受
講
を
希
望
す
る
方
は
、
12
月

16
日
（
金
）
ま
で
に
産
業
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

令
和
４
年
度

パ
ソ
コ
ン
農
業
簿
記
研
修
会　
受
講
者
募
集

年
末
の
交
通
安
全
県
民
運
動

ス
ロ
ー
ガ
ン：ゆ
と
り
持
つ

時
間
に
気
持
ち
に

車
間
距
離

年
末
は
、
交
通
量
の
増
加
や

日
没
の
早
ま
り
で
、
夕
方
か
ら

夜
間
に
か
け
て
交
通
事
故
の
多
発
が
懸
念
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
忘
年
会
等
で
飲
酒
の
機
会
が
増
え
、
飲

酒
運
転
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
交
通
安
全
の
意
識
を

高
め
、
安
全
行
動
を
通
じ
て
交
通
事
故
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

運動の重点
①歩行者保護の徹底と夕暮れ時・夜間の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進 
③飲酒運転の根絶 
④チャイルドシートの正しい使用と全ての座席のシー

トベルト着用の徹底
交通安全日

～交通安全にみんなで参加する日
及び交通マナーアップ強化日～
12月15日（木）

注意事項
・ 二輪の小型自動車は、これまでどおり納税証明書の提示が必

要です。
・ 納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに 

登録されるまで相応の日数を要する場合が 
あります。

・ 軽自動車税（種別割）を納付後すぐに継続検 
査を申請したい場合は、納税通知書に添 
付された納税証明書をご提示ください。

・ 過去に未納があるなど、軽JNKSに 
よる納付確認ができない場合は、紙 
の納税証明書が必要となります。

12月12日（月）

〜

12月21日（水）
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